
 
別添 

禁 止 行 為 の解 除 承 認 申 請 書 

平成   年   月   日 

宗像地区消防本部消防長 殿 

 

 申請者 住所 

 (電話) 

 氏名 ㊞ 

 

 

   火災予防条例第２３条第１項の規定による指定場所における禁止行為について解除の承認を

受けたいので申請します。 

所 在 地  電話

名 称  用途  

権原者職氏名  

防
火
対
象
物 

防 火 管 理 者  

解除を受けよ

う と す る 場 所 
階          階 用途  

種 類  喫煙     裸火使用     危険物持込み 

自 平成     年     月     日 自       時    分 

期 間 

至 平成     年     月     日

   日間

至       時    分 

目 的  

解除を受けよ 

 

うとする行為 

内 容  

住 所  

行 為 者 

氏 名  

火 災 予 防 上 

講 じ る 措 置 
 

※  受 付 欄 ※ 経 過 欄 

  

備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 
２ 法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。 

   ３ 申請場所の詳細図を添付すること。 
４ ※印の欄は、記入しないこと。 



 
別添 

｢宗像地区消防組合火災予防条例」抜粋 
第３節 火の使用に関する制限等 

（喫煙等） 
第２３条 次に掲げる場所で、消防長が指定する場所においては、喫煙し、若しくは裸火を使用

し、又は当該場所に火災予防上危険な物品を持ち込んではならない。 
  ただし、特に必要な場合において消防長が火災予防上支障がないと認めたときは、この限り

でない。 
 ⑴ 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂若しくは集会場（以下「劇場等」という。）の舞

台又は客席 
⑵ 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場（以下「百貨店等」とい 

う。）の売場又は展示部分 
⑶ 文化財保護法 (昭和 25 年法律第 214 号) の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化

財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭
和 8 年法律第 43 号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲 

⑷ 第 1 号及び第 2 号に掲げるもののほか、火災が発生した場合に人命に危険を生ずるおそれ

のある場所 
２ 前項の消防長が指定する場所には、客席の前面その他見やすい箇所に「禁煙」、「火気厳禁」

又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識を設けなければならない。この場合において、標

識の色は、地を赤色、文字を白色とするものとする。 
３ 前項の場合において、併せて図記号による標識を設けるときは、別表第 7 に定めるものとし

なければならない。 
４ 第 1 項の消防長が指定する場所（同項第 3 号に掲げる場所を除く。）を有する防火対象物の

関係者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次の各号に定める措置を講じなけれ

ばならない。 
⑴  当該防火対象物内において全面的に喫煙が禁止されている場合：当該防火対象物内におい

て全面的に喫煙が禁止されている旨の標識の設置その他の当該防火対象物内における全面

的な喫煙の禁止を確保するために消防長が火災予防上必要と認める措置 
⑵ 前号に掲げる場合以外の場合：適当な数の吸殻容器を設けた喫煙所の設置及び当該喫煙所

における「喫煙所」と表示した標識の設置（併せて図記号による標識を設けるときは、別表

第 7 に定めるものとしなければならない。） 
５ 前項第 2 号に掲げる場合において、劇場等の喫煙所は、階ごとに客席及び廊下（通行の用に

供しない部分を除く。）以外の場所に設けなければならない。ただし、劇場等の一部の階にお

いて全面的に喫煙が禁止されている旨の標識の設置その他の当該階における全面的な喫煙の

禁止を確保するために消防長が火災予防上必要と認める措置を講じた場合は、当該階において

喫煙所を設けないことができる。 
６ 前項の喫煙所の床面積の合計は、客席の床面積の合計の 30 分の 1 以上としなければならな

い。ただし、消防長が、当該場所の利用状況等から判断して、火災予防上支障がないと認める

ときは、この限りでない。 
７ 第 1 項の消防長の指定する場所の関係者は、当該場所で喫煙し、若しくは裸火を使用し、又

は当該場所に火災予防上危険な物品を持ち込もうとしている者があるときは、これを制止し

なければならない。 


